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新型コロナワクチン追加( ３回目)接種を実施します！

　国で接種が進められているワクチンは、時間の経過とともに感

染予防効果や重症化予防効果が低下するため、２回目接種から原

則８か月以上経過した方に追加（３回目）接種を実施することと

されました。

　軽米町でも、国の方針に基づき新型コロナワクチン追加（３回

目）接種を行います。対象となる方に順次ご連絡します。

◆接種対象者（下記をすべて満たす方）

・ファイザー社、武田/モデルナ社、アストラゼネカ社のいずれ

かのワクチンを２回接種した方

・２回目接種完了から８か月以上経過した方

・１８歳以上の方

◆接種会場

　健康ふれあいセンター（県立軽米病院となり）

◆使用するワクチン

　ファイザー社ワクチンまたは武田/モデルナ社ワクチン

※追加（３回目）接種では１・２回接種と異なるワクチンの使用

（交互接種）が認められています。ファイザー社は１・２回目の

接種量と同量（０.３㎖）、武田/モデルナ社は半量（０.２５㎖）

になります。

◆効果と副反応

　追加（３回目）接種を行わなかった場合と比較して、いずれの

ワクチンも感染予防効果や重症化予防効果を高める効果がありま

す。追加（３回目）接種でファイザー社ワクチンを受けた場合と

武田/モデルナ社ワクチンを受けた場合いずれにおいても中和抗

体価の上昇が認められています。

　副反応は全てのワクチンの組合せで２回目接種時と同様である

とされていますが、リンパ節の腫れなどについては発現割合が高

い傾向にあります。

◆予約方法

　６月～８月に２回目接種を完了した方の予約期間が冬季となる

ことから、予約の利便性を図るため接種券発送の際に希望調査ハ

ガキを同封します。接種を希望する方は、希望調査ハガキに必要

事項をご記入のうえ投函すると、後日、接種日を指定したご案内

をお送りします。

　９月以降に２回目接種を完了した方は、これまでと同様にイン

ターネットや電話での受付となります。

◆スケジュール（予定）

対象者 ２回目接種終了 ３回目案内発送 ３回目接種予定

町内の医療従事者 ５月 １１月中旬 １月中

高齢者施設
入所者

６～７月 １月中旬 ２月中

高齢者施設職員

一般高齢者
(65歳以上)

６月中旬～

８月上旬

１月中旬～

２月中旬
３～４月

基礎疾患を有す
る方

９月以降 ４月上旬～ ５月中旬～
上記に該当しな
い64歳以下の方

◆受付場所が変更になりました

　これまで屋外のテントで受付を行っていましたが、１月の接種

より健康ふれあいセンターの建物内で受付を行います。

◆接種券が変わりました

　１・２回目の接種時に軽米町に住所があった方の予診票には、

予診票の右上に接種券と１・２回目の接種履歴等が印字されてい

ます。接種に来る際は、封筒に同封されている接種済証、予診票、

本人確認書類をお持ちください。

◆２回目接種後に転入してきた方

　２回目接種後に軽米町に転入した方で、追加（３回目）接種を

希望する方はお問合せください。

◆住所地外接種について

　１・２回目接種で住所地外接種をした方で、追加（３回目）接

種でも住所地外接種を希望する方は再度申請が必要です。

【問い合わせ先】

　健康福祉課　健康づくり担当　(☎４６ー４１１１)

　軽米町コロナワクチン予約相談センター

(☎０１２０ー０２４ー０５８)



お知らせ版406号①裏面

　　　

１２歳に到達した方の新型コロナワクチン接種について

　１１月２７日～１月２８日までに１２歳に到達した方を対象に

接種を行います。これまでの集団接種で２回の接種ができなかっ

た方も受けることができます。

　接種する機会が少なくなっていますので、ぜひ今回の接種をご

検討ください。

◆実施日時

　１回目　１月２８日（金）　１５：００～

　２回目　２月１８日（金）　１５：００～

【受付時間　両日ともに１４：３０～１５：００】

　次回の接種は４月以降になる見込みです。

◆場所

　健康ふれあいセンター（県立軽米病院となり）

◆予約期間

　１月１２日（水）９：００～２７日（木）１７：００まで

◆予約方法

【インターネット予約(２４時間対応)】

　下記のＱＲコードからまたは、軽米町ホームページ内のこちら

の表示からも予約可能です。

【電話予約・相談】

　軽米町コロナワクチン予約相談センター

　☎０１２０ー０２４ー０５８

受付時間　平日９：００～１７：００（祝日等除く）

※１回目を予約すると、２回目は自動的に予約されます。

※電話での予約はつながりにくくなることがありますので、可能

な方はインターネットでの予約をお願いします。

※インターネットや電話での予約が困難な方は、軽米町健康ふれ

あいセンターで平日９時から１１時まで受付します。

◎１回目を接種済で２回目のみ接種希望の方へ

　接種日は１月２８日（金）と２月１８日（金）のいずれかを選

択できます。予約は電話のみです。軽米町コロナワクチン予約相

談センターへお電話ください。

　１回目にモデルナ社ワクチンを接種した１２～２９歳の男性

は、２回目にファイザー社ワクチンを接種できます。接種を希望

する方はご相談ください。

◎１月２９日以降に１２歳に到達する方へ

　１２歳の誕生日を迎えた翌月以降に、接種券を随時発送しま

す。接種日程については、接種券発送の際にご案内します。

【問い合わせ先】

　健康福祉課　健康づくり担当　(☎４６ー４１１１)

　軽米町コロナワクチン予約相談センター

(☎０１２０ー０２４ー０５８)

●いきいき１００歳体操とは

　生活に必要な筋肉を鍛えるための体操です

　ＤＶＤをみながら、手足を動かす体操で、特に足腰の筋力を

強化します。

■始めるために必要なもの

・地区の皆さんや仲間の方々、だいたい５人以上

・週１～２回、３か月以上集まれる場所

・１人がけの椅子を人数分

・ＤＶＤを映す機器

※３か月ほど健康づくり担当職員や運動指導士等が一緒に行

います。

【問い合わせ先】健康福祉課　健康づくり担当

(☎４６－４１１１)

「いきいき１００歳体操」
を始めませんか

 

　とれた野菜をたっぷり味わうおかず第３弾は、 「揚げ出し大

根」ほか『大根』が主役の料理３品

　これから料理を始めようという方、男性女性問わずご参加く

ださい。

■日　　時：１月２１日（金）１０：００～１２：３０

■場　　所：健康ふれあいセンター

■持 ち 物：エプロン、三角巾、上履き、マスク

■参 加 費：２００円

■参加定員：１０名

■申込期日：１月１９日（水）まで

【問い合わせ先】健康福祉課　健康づくり担当

(☎４６－４１１１)

「男性の料理教室」 参加者募集



申告会場までバスを運行します
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２月１６日(水)
小玉川地区　⇔　小軽米出張所

停留所
(大野軽米線バス停)

発着時刻

 旧小玉川小中学校 ８:４５

 小玉川口 ８:５０

 大　平 ８:５５

 井戸渕 ９:００

 八木沢口 ９:０５

 小軽米出張所　 ９:１０

【 行　 き 】 【 帰　 り 】

停留所
(町民バス停)

発着時刻

 狄　塚 ８:４５

 駒　板 ８:４７

 新井田 ８:４９

 上新井田 ８:５１

 和当地 ８:５３

 平　口 ８:５５

 山内地区
 交流センター前

８:５７

 谷地渡 ８:５９

 大久保 ９:０１

 貝　喰 ９:０３

 晴山出張所 ９:１０

停留所
(町民バス停)

発着時刻

 晴山出張所 １１:２０

 貝　喰 １１:２７

 大久保 １１:２９

 谷地渡 １１:３１

 山内地区
 交流センター前

１１:３３

 平　口 １１:３５

 和当地 １１:３７

 上新井田 １１:３９

 新井田 １１:４１

 駒　板 １１:４３

 狄　塚 １１:４５

【 行 　き 】 【 帰　 り 】

２月２１日(月)
山内地区　⇔　晴山出張所

停留所
(コミュニティバス停)

発着時刻

 民田山 ８:４５

 中　村 ８:４７

 薊　内 ８:４９

 旧米田小学校前 ８:５１

 牛ヶ沢 ８:５３

 横　羽 ８:５５

 米　田 ８:５７

 大久保口 ８:５９

 蜂ヶ塚 ９:０１

 軽米町役場 ９:１５

停留所
(コミュニティバス停)

発着時刻

 軽米町役場 １１:２０

 蜂ヶ塚 １１:３４

 大久保口 １１:３６

 米　田 １１:３８

 横　羽 １１:４０

 牛ヶ沢 １１:４２

 旧米田小学校前 １１:４４

 薊　内 １１:４６

 中　村 １１:４８

 民田山 １１:５０

【 行　 き 】 【 帰 　り 】

３月８日(火)
米田地区⇔農村環境改善センター

申告をしなくてもよい人

次の①～③に該当する人は、申告する必要がありません。

①所得税の確定申告を済ませた人

②給与所得だけで年末調整が済んでおり、勤務先から町に

　「給与支払報告書」が提出されている人

③公的年金等の所得だけで医療費控除等がない人

停留所
(大野軽米線バス停)

発着時刻

 小軽米出張所　 １１:２０

 八木沢口 １１:２５

 井戸渕 １１:３０

 大　平 １１:３５

 小玉川口 １１:４０

 旧小玉川小中学校 １１:４５

　２月１４日(月)から３月１５日(火)までの日程で申告相談を

行います。申告用のバスを運行しますのでご利用ください。

　咳、発熱等の症状がある方や、体調のすぐれない方は、ご来

場をお控えください。

　また、感染症対策の為、マスクの着用、手指の消毒のご協力

をお願いします。

※申告相談の日程は広報かるまい１月号をご覧ください。

【問い合わせ先】税務会計課　課税担当　(☎４６ー４７３７)

　

　また、会場に臨時の「マイナンバーカード申請窓口」を

開設します。どうぞご利用ください。

■日程

　小 軽 米 出 張 所　２月１５日(火)

　晴 山 出 張 所　２月１８日(金)

　農村環境改善センター　２月２２日(火)３月１日（火）

　　　　　　　　　　　　３月６日(日)　３月８日（火）

　　　　　　　　　　　　３月１５日(火)



お知らせ版406号②裏面

　町では、町の特産品などのＰＲや産業の振興、地域の活性化

を図るため、ふるさと納税の返礼品を提供いただける事業者を

募集しています。今回、新規事業者向け説明会を開催しますの

で、ぜひこの機会にご参加ください。

■日　　時　１月２４日（月）１３：３０～

■場　　所　軽米町役場３階会議室

■内　　容　ふるさと納税の返礼品や取扱い等についての説明

■講　　師　(株)さとふる

■対　　象　次の対象商品の取り扱いのある事業者または個人

　　　　　　①町内で生産された農林産物、または加工品を使

　　　　　　　用している商品

　　　　　　②町内で製造・加工されている商品

■申込期日　１月２０日(木)までにお申し込みください。

【問い合わせ先】総務課　企画担当　（☎ ４６ー２１１１）

ふるさと納税返礼品
新規事業者説明会

　女性と男性が性別にとらわれることなく、利益と責任を分か

ち合う町づくりを、すべての町民で進めていくための指針とな

る計画です。

　町民の皆さんからの意見を募集します。

■意見募集期間（予定）

　令和４年１月７日（金）～１月２７日（木）まで

■計画案の公開場所

　役場１階町民ホール、役場小軽米出張所、晴山出張所、町ホー

ムページ

■提出方法

　住所、氏名、電話番号、意見を記入のうえ、次のいずれかの

方法で提出してください

①郵　送　〒０２８ー６３０２

　　　　　軽米町大字軽米１０ー８５　総務課企画担当　宛

②ＦＡＸ　０１９５ー４６ー２３３５

③メール　soumu@town.karumai.iwate.jp

④ホームページフォーム

ホームページは　　　　　　　回答フォームは

こちら　　　　　　　　　　　こちら

■意見への回答について

　ご提出いただいた意見等については、個人情報に関する事項

を除いたうえで、意見の概要と意見に対する町の考え方をホー

ムページなどで公表します。

【問い合わせ先】総務課　企画担当（☎４６ー２１１１）

男女共同参画基本計画に
係る意見募集

①証明書等の時間外交付

　毎週水曜日は、下記の時間外交付等を行っています。

〈交付可能な証明書等〉

・印鑑登録証明書、住民票、戸籍証明書

・個人番号カードの交付、申請、更新

②個人番号カードの休日受付

　毎月第４日曜日は、個人番号カードの交付、申請、更新を行

います。

　１月は、２３日の９：００～１６:００まで受け付けます。

※上記①②の交付等は、電話等で事前予約をお願いします。

③個人番号カードの出張受付

　地方公共団体情報システム機構から送付された「個人番号

カード交付申請書兼電子証明書発行／更新申請書」の用紙が送

付されている方で５人以上がまとまって申請する場合は、申出

により出張申請受け付けをいたします。（写真は相談に応じます）

〈出張日時〉

　毎週水曜日（祝日除く）　１８：００～２０：００

※個人番号カードの交付を受けるときは、来庁して受領してい

ただきます。

【問い合わせ先】町民生活課　総合窓口担当

(☎４６-４７３５)

証明書等の時間外受付について

 

　国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、令和３

年度の住民税非課税世帯等に対して、１世帯あたり１０万円の

臨時給付金を支給します。

対象者 申請方法 提出期限

令和３年度

住民税非課税

世帯

世帯主より『確認書』
の提出が必要です。

対象世帯には確認書を郵

送していますので、ご確

認のうえ返送してくださ

い。

１月２１日(金)

期限までに返送いた

だけない場合、給付

金を受給できなくな

ることがありますの

でご注意ください。

家計急変世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令

和３年１月～令和４年９月までの世帯全員の収

入が一定以上減少した世帯

（詳細については、後日、広報等でお知らせいた

します。）

【問い合わせ先】　

　町民生活課　町民生活担当　(☎４６－４７３４)

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金について


